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医療安全管理と感染管理の協同と 
感染管理担当看護師の権限について
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要 旨 感染管理担当看護師（感染担当看護師）の資格・役割は，診療報酬が大きく関係する．
2022年改定は，新型コロナウイルス感染症（新型コロナ）のパンデミックを受け，新

興感染症などの感染拡大時における医療体制が追加され，とくに感染対策向上加算 1 の施設の
地域医療における役割が強化された．感染担当看護師の役割では，「感染防止技術」や「感染管
理に関する指導」は，現場においてロールモデルとして一緒に実践できることが求められている．
一方，「感染予防・管理システムの構築・改善」は，職員や患者が感染症に感染しないためのルー
ル作りや新型コロナ患者の受入など組織的な活動となるため，看護師長というポジションパワー
が活動をスムーズにしていると思われる．
　医療安全管理者との協同では，アウトブレイクや新型コロナのクラスター発生時は，情報共有
と対策案や対応を協同で行うことで，職員の感染対策への危機意識が高まり手順の遵守に効果が
あったと考える．平時では，医療安全管理者から感染に関する情報提供を受けICTで情報共有し，
必要時介入や経過観察に繋ぐことができる．
　感染担当看護師の権限は，感染管理室などの権限に準じて，感染管理室長の承認，許可を受け，
活動報告している．感染担当看護師は，国立病院機構では管理的視点を育成する目的で副看護師
長が多いが，専従感染担当看護師が看護師長の場合，業務内容が同じでも「看護師長」のポジショ
ンパワーがあり，役割が認知され協力も得られ活動しやすいと思われる．
　2022年診療報酬改定では，新型コロナ対応を含めた院内および地域における感染防止活動の実
績が評価された．今後も活動を継続・発展させるためには，感染管理を担う感染管理認定看護師
などの育成と複数名の配置，そして，感染管理担当者には活動を効果的かつスムーズにするため
に権限のある看護師長を配置，同時に看護管理者の人材育成も必要であると考える．

キーワード　感染管理担当看護師，医療安全管理者との協同，感染担当看護師の権限

感染管理担当看護師の資格・役割，医療安全管理
者との協同・コミュニケーション，感染管理担当看
護師の権限について述べる．

感染管理担当看護師（感染担当看護師）の資格・
役割については，診療報酬が大きく関係する．診療
報酬の主な変遷は，1996年改定は，院内感染対策防
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止対策加算の新設，院内感染対策に関わる人材育
成や相談体制の構築，法律の変更，サーベイラン
スなどがあった．2010年改定は，感染対策チーム

（Infection Control Team : ICT）の役割や医師また
は看護師の専従などが明文化され，感染担当看護師
の専従化が増加した．2012年改定は，「感染防止対
策加算の施設基準」が示され，感染管理の組織化と
地域連携が推進され現在の基盤となった．そして
2022年改定は，新型コロナウイルス感染症（新型コ
ロナ）のパンデミックを受け，新興感染症などの感
染拡大時における医療体制が追加され，とくに感染
対策向上加算 1（加算 1 ）の施設の役割が強化され
た．保健所や医師会との連携，感染対策向上加算 2 
と加算 3（加算 2 ，加算 3 ）の施設も含めた新興
感染症発生を想定した合同訓練の実施や，新興感染
症の受け入れ体制の整備が要件化された．さらに指
導強化加算が新設され，加算 1 の専従者による加算 
2 などの施設の訪問指導が加わった．加算 1 施設に
は地域における主導的な役割が求められ，そのため
には感染管理担当者の複数配置や人材育成も重要で
あると考える．感染担当看護師の感染管理経験は，
加算 1 と加算 2 は 5 年以上，加算 3 は不問．また，
加算 1 は専従，加算 2 と加算 3 は専任となる．さ
らに，加算 1 は600時間の研修修了者となっている．
感染担当看護師の役割は主に 8 項目（表 1 ）ある．

「感染防止技術」や「感染管理に関する指導」は，
現場においてロールモデルとして一緒に実践できる
感染担当看護師が求められている．一方，「感染予防・
管理システムの構築・改善」は，職員や患者が感染
症に感染しないためのルール作りや新型コロナ患者
の受入など組織的な活動となるため，看護師長とい
うポジションパワーが活動をスムーズにしていると
思われる．

医療安全管理者との協同では，アウトブレイク事
例から紹介する．国立病院機構のアウトブレイク定

義は，1 例目発見から 4 週間以内に同一病棟におい
て，新規に同一菌種による発症例が計 3 例以上特定
された場合である．疥癬のアウトブレイクの概要は，
患者Aは2020年10月初旬入院時より掻痒をともなう
皮疹があったが，抗がん剤の副作用と乾燥肌による
掻痒と判断され保湿剤とレスタミンの塗布で対応し
ていた．患者AのADLは入院当初は付き添い歩行
だったが徐々にベッド上生活になった．10月下旬頃
から担当した看護師数名が上肢・大腿に掻痒をとも
なう皮疹があり，10月末日，症状のある看護師が10
名以上判明し患者Aの疥癬を疑った．患者Aは角化
型疥癬と診断，看護師 2 名も虫卵などが確認され
たため，ICTはアウトブレイクと判断した．対応で
は，有症状者32名に治療薬を投与し，A病棟入院歴
のある患者で有症状者に皮膚科受診を勧めた．当該
病棟含む感染対策の強化では，標準予防策の対象で
ある健常ではない皮膚に接触する時は手袋やガウン
など着用，共用物品を除菌ワイパーで清拭や洗浄を
徹底し，約 2 ヶ月後に疥癬の収束を確認した．しか
し，その後もA病棟入院歴のある患者に感染が判明
したため対応を継続した．疥癬の潜伏期間 2 ヵ月
は長い，と痛感した．追加した対応は，全入院患者
にA病棟入院歴の確認，該当時は皮膚症状観察を依
頼すると共に皮膚科外来には，疥癬と診断した患者
のA病棟入院歴の確認を依頼した．3 月以降の新規
発生はなかった．この事例で医療安全管理者と協同
した内容は，医療安全管理者の日々の救急患者のカ
ルテレビューで疥癬の潜伏期間中にA病棟入院歴の
ある患者が入院した場合は情報提供を頂き，感染担
当看護師から当該病棟師長へ皮膚観察の依頼，症状
がある場合は接触感染予防策の強化と皮膚科受診を
依頼した．もう一つは便座クリーナーが導入出来た
ことである．当時便座クリーナーは外来には設置さ
れていたが，病棟や職員エリアにはなかった．医療
安全管理者との情報共有から，便座クリーナーを設
置している病棟があり必要と判断していることが分
かった．一方で消耗品請求は各看護師長の厳しい査
定のため請求に至らない病棟もあると推測した．そ
のため感染対策委員会に全トイレに便座クリーナー
設置を提案し，導入が出来た．また，コロナ禍にお
いては，クラスター発生時の支援も大きな支えと
なっている．クラスター発生時は，複数の確認作業
が同時にあるため初期の頃はパニックだった．医療
安全管理者が関係者への連絡や接触者のスクリーニ
ング検査の補助，職員への情報提供や周知を院内

表 1　感染管理担当看護師の役割

・感染予防・管理システムの構築・改善
・医療関連感染サーベイランス
・感染防止技術
・職業感染管理
・感染管理指導
・感染に関する相談
・洗浄・消毒・滅菌
・�ファシリティ・マネジメント（施設内の
環境整備）など
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ネットワークで発信して頂けた．これらの協力によ
り，職員のコロナ感染への危機意識が高まり手順の
遵守に効果があったと考える．平時では，医療安全
管理者のカルテレビューから，発熱など感染が疑わ
しい患者や抗菌薬使用状況が不適切な事例などが
あった場合情報提供を頂ける．それを受けICTで情
報共有し，必要時介入や経過観察に繋いでいる．ま
た，感染症に関する情報で職員への周知や注意喚起
をより強化すべき場合は，医療安全管理委員会など
でも発信し情報を拡散して頂いている．同じ部屋で
勤務のメリットもあり，医療安全管理者や感染担当
看護師に集まる情報をすぐに共有できる．気軽に相
談でき，雑談からヒントが得られたり，思考の整理
になったり，判断を後押ししていただくことも多い．
デメリットは，医療安全管理者も多忙のため，時間
を要する支援依頼ができない程度である．

感染担当看護師の権限は，感染管理室などの権限
（表 2 ）に準じて，感染管理室長の承認，許可を受け，
活動，報告している．認定看護師は，感染管理に限
らず組織横断的な活動が求められているため，国立
病院機構では管理的視点を育成する目的で副看護師
長が多い．前施設では，感染管理認定看護師が 2 名
のため，専従は副看護師長，筆者は兼任で看護師長
として専従看護師を支援した．感染担当看護師の業

務や活動状況から，副看護師長でも感染管理係長の
ポジションと権限が必要であると共に適任であると
提案し，副看護師長の感染管理係長が実現した．専
従感染担当看護師が看護師長のメリットは，業務内
容が同じでも「看護師長」のポジションパワーがあ
り，役割が認知され協力も得られ活動しやすいと思
われる．一方で，幹部や職員からの期待や責任がよ
り重く感じてもいるが，原動力となりモチベーショ
ンアップにもなっている．同僚の看護師長からは，
管理的視点が同じなので相談しやすく，スタッフへ
の指導は任せられるなどがある．デメリットとして
は，施設間異動があるため一時的に要領が悪くなる，
給与面では夜勤がないため同僚より少ないことであ
る．感染担当看護師が看護師長となるためのクリア
すべき項目は，幹部任用候補者選考試験の合格者，
所属施設に看護師長で感染管理担当者の専従枠があ
ること，感染管理研修600時間を修了しているなど
があげられる．

新型コロナパンデミックでは，感染対策の重要性
や感染管理者の役割は大きいと認識された．また，
2022年診療報酬改定では，院内および地域における
感染防止活動の実績が評価された．今後も活動を継
続・発展させるためには，感染管理を担う感染管理
認定看護師などの育成と複数名の配置，そして，感
染管理担当者には活動を効果的かつスムーズにする
ために権限のある看護師長を配置，同時に看護管理
者の人材育成も必要であると考える．

〈本論文は第76回国立病院総合医学会シンポジウム
「国立医療に求められる「医療安全管理体制」とは」
において「医療安全管理と感染管理の協同と感染管
理担当看護師の権限について」として発表した内容
に加筆したものである．〉
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表 2　感染対策室・ICTの権限

感染管理室およびICTは、院内感染対策に関する業務遂行
のため、院長より以下の権限を付与する。
1 �院内感染対策に関するあらゆる事項の情報収集、調査
のため必要な院内の各部署に立ち入り、その部署の職
員に質問を行う。

2 �院内感染対策の実施状況を調査するため、実際の診療、
看護業務場面に立ち会う。

3 �院内感染対策上必要な培養検体や迅速抗原検査の提出
を主治医とは別に行う。

4 �感染対策マニュアルやICCでの決定事項の遵守状況を
確認し、必要に応じて個々の職員や所属長に助言、指
導を行う。

5 �アウトブレイク時には当該部署に立ち入り、状況を調
査し、接触者リストの作成を当該部署の長に依頼する。


